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○広島県警察シンボルマーク及びシンボルマスコットに関する訓令 

平成７年11月１日 

本部訓令第26号 

改正 令和５年８月本部訓令第26号 

警察本部 

警察学校 

各警察署 

広島県警察シンボルマーク及びシンボルマスコットに関する訓令を次のように定める。 

広島県警察シンボルマーク及びシンボルマスコットに関する訓令 

（目的） 

第１条 この訓令は、広島県警察のシンボルマーク及びシンボルマスコット（以下「シンボ

ルマーク等」という。）の制定及び使用に関し必要な事項を定め、もって県民の理解と協

力に支えられ、県民の期待にこたえる県警察の確立に資することを目的とする。 

（シンボルマーク） 

第２条 シンボルマークの図柄及び主旨は、別図１のとおりとする。 

（シンボルマスコット） 

第３条 シンボルマスコットの基本図柄及び主旨は、別図２のとおりとする。 

２ 愛称は、「メイプル君」とする。 

（一部改正〔令和５年本部訓令26号〕） 

（使用） 

第４条 シンボルマーク等の使用に関して必要な事項は、別に定める。 

（管理） 

第５条 シンボルマーク等は、総務部広報課が管理する。 

（一部改正〔令和５年本部訓令26号〕） 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年８月30日本部訓令第26号） 

この訓令は、令和５年９月１日から施行する。 
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別図１ 

別図２ 

 


